
国土交通省告示第282号 
○ 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法並びに結果の判定基準並び 

に調査結果表を定める件（平成20年国土交通省告示第282号） 

 

建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。）第５条第２項及び第３項並び 

に第５条の２第１項の規定に基づき、建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第12条第１ 

項に規定する調査（以下「定期調査」という。）及び同条第２項に規定する点検（以下「定期点検」という。） 

の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定める。 

 

第１ 定期調査及び定期点検は、施行規則第５条第２項及び第５条の２第１項の規定に基づき、別表（い） 

欄に掲げる項目（ただし、定期点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。）に 

応じ、同表（ろ）欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表（は）欄に掲げる基準に該当している 

かどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により施行規則第５条第２項又は第５条の 

２第１項に掲げる調査又は点検の項目、方法又は結果の判定基準について定める場合（調査若しくは点 

検の項目について削除し又は調査若しくは点検の方法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな 

条件を定める場合を除く。）にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。 

第２ 調査結果表は、施行規則第５条第３項の規定に基づき、別記のとおりとする。（省略） 

附 則 

この告示は、平成20年４月１日から施行する。 

 
 
別表   天井に関する件 抜粋 

(23) 天井 令第 

129 条 

各項に 

規定す 

る建築 

物の天 

井の室 

内に面 

する 

室内に面す 

る部分の仕 

上げの維持 

保全の状況 

設計図書等により確認 

する。 

 

令第129条（令第129条の 

２第１項の規定が適用さ 

れ、かつ階避難安全性能 

に影響を及ぼす修繕等が 

行われていない場合又は 

令第129条の２の２第１ 

項の規定が適用され、か 

つ全館避難安全性能に影 

響を及ぼす修繕等が行わ 

れていない場合にあって 

は、第２項、第６項、第 

７項及び階段に係る部分 

以外の規定を除く。）の 

規定に適合しないこと。 
(24)   室内に面す 

る部分の仕 

上げの劣化 

及び損傷の 

状況 

必要に応じて双眼鏡等 

を使用し目視により確 

認し又はテストハンマ 

ーによる打診等により 

確認する。 

 

室内に面する部分の仕上 

げに浮き、たわみ等の劣 

化若しくは損傷があるこ 

と又は剥落等があるこ 

と。 

 
(25) 

 
 概ね 

500 ㎡ 

以上の 

空間を 

有する 

建築物 

概ね500 ㎡ 

以上の空間 

の天井にお 

ける耐震対 

策の状況 

 

設計図書等により確認 

するとともに、必要に 

応じて双眼鏡等を使用 

し目視により確認す 

る。 

 

当該空間の天井に耐震対 

策がないこと。 

 

 


